
平成23年度　事務事業の総点検　結果集計表

拡充 維持 縮小 休廃止 未記入 維持
軽微な
改善

抜本的
改善

休廃止 未記入

政策部 0 32 1 26 3 2 0 18 8 4 2 0 0 8,153

中心市街地活性化プロジェ
クト

0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 400

総務部 4 35 8 26 0 1 0 21 7 6 1 0 4 9,989

財務部 3 96 5 87 1 3 0 89 3 1 3 0 0 11,319

コミュニティ推進部 1 43 6 33 3 1 0 15 24 3 1 0 0 20,193

文化芸術部 6 39 2 31 2 4 0 14 19 2 4 0 2 7,482

福祉部 6 122 6 105 1 10 0 96 13 3 10 0 0 106,954

保険・健康部 5 189 11 170 3 4 1 155 27 2 4 1 0 44,543

環境部 3 27 6 17 2 2 0 14 7 4 2 0 0 34,640

産業振興部 1 69 7 57 1 4 0 51 12 2 4 0 0 9,609

土木部 9 58 1 48 4 4 1 42 7 4 4 1 0 75,444

都市整備部 6 41 4 34 1 2 0 28 11 1 1 0 0 20,531

下水道部 0 40 4 36 0 0 0 23 17 0 0 0 1 2,708

市立市民病院 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 0

会計室 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100

交通部 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0

水道部 0 13 2 11 0 0 0 3 9 1 0 0 0 0

教育委員会事務局 8 109 12 93 1 3 0 77 28 2 2 0 0 104,700

市議会事務局 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3,410

監査事務局 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -63

選挙管理委員会事務局 3 5 0 5 0 0 0 4 1 0 0 0 0 200

公平委員会事務局 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

農業委員会事務局 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

消防本部 1 19 7 12 0 0 0 13 6 0 0 0 0 9,588

合計 56 958 84 798 22 52 2 668 203 35 50 2 7 469,900

割合 8.8% 83.3% 2.3% 5.4% 0.2% 69.7% 21.2% 3.7% 5.2% 0.2%

５　「一般財源事業費削減取組額」は、それぞれ平成24年度の事業実施にあたり、平成23年度当初予算と比較して削減が見込まれる金額
　　を記載しています。
　　基本的には、事務事業点検シートの「24年度予算事業費増減見込」欄の一般財源増減額を集計したものですが、各部における削減努
　　力を反映するため、以下の調整を行っています。
　　・元々平成23年度限りの予定であった活動にかかる事業費の削減分は集計から除く。
　　・既決事項である市民病院の独立行政法人化及び市バスの民間移譲に関連する削減分は集計から除く。
　　・特定財源収入の増のうち、一般財源収入の増と同様に市の財政収支改善に貢献するものは集計に加える。

一般財源
事業費

削減取組額
(単位：千円)

事業の規模 手法の改善
H23当初予算ベース

H22
廃止済

H24
新規

●結果集計表の見方

１　今回の点検結果は、取り組み時点（平成23年8月末）における事務事業の担当部署の考え方を整理したものであり、市の最終決定を
　　示すものではありません。

２　「H24新規」欄は、平成24年度から実施しようとする新規事業のうち、事務事業の総点検の数値目標の範囲内で実施しようとする事
　　業のみを対象としています。（全市的な課題に関する事業等、大規模な新規事業については、歳入の見込みや今回の総点検による
　　削減効果額を踏まえて、予算編成の過程で詳細に検討することとしています。）

３　今後の事業の方向性「事業の規模」の４区分の説明は以下のとおりです。
　　●拡充⇒今後規模を拡充し重点的に取り組むべき事務事業
　　●維持⇒現在の規模を維持するべき事務事業
　　●縮小⇒規模を縮小すべき事務事業
　　●休廃止⇒休廃止すべき事務事業
　　※一部、市だけの判断で事業の方向性を決定できないため、記載のない事業があります。

４　今後の事業の方向性「手法の改善」の４区分の説明は以下のとおりです。
　　●維持⇒現在の手法を維持すべき事務事業
　　●軽微な改善⇒概ね現在の手法で問題ないが、軽微な改善を行うべき事務事業
　　●抜本的改善⇒手法の抜本的な改善を行うべき事務事業
　　●休廃止⇒休廃止すべき事務事業（「事業の規模」において休廃止とした事業）
　　※一部、市だけの判断で事業の方向性を決定できないため、記載のない事業があります。

部名

事業数


